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平成２３年度国の施策・予算等に対する提案・要望 

さいたま市政の推進につきましては、日ごろから格別の御高配、御協

力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さいたま市は、新たな時代を切り拓くため、「子どもが輝く“絆”で結

ばれたまち」を目指し、「徹底した行財政改革」と「生産性の高い都市経

営」により、市民一人ひとりが、しあわせを実感できるまちづくりを進

めています。 

 現在、我が国は多くの課題に直面しております。世界に例のないスピ

ードで進む少子高齢化、既に始まった人口減少社会、新興国の台頭に伴

う食料・エネルギー問題等、国家の基礎とも言える部分が大きく変化し

ようとしております。 

 さらに、一昨年の金融危機に端を発した未曾有の経済危機は、我が国

の産業に大きな打撃を与え、いまだに、深刻な雇用不安や社会不安が継

続しております。 

このような状況の中、本市においても、平成２２年度地方交付税の交

付団体となるなど厳しい財政状況が続いております。 

本提案・要望書は、地域主権改革をはじめとした、本市の様々な取組

を進めるに当たり、国において制度及び予算などについて、ご検討いた

だきたい主な事項を取りまとめております。 

つきましては、今後の施策の展開に当たり、厳しい財政状況にあるこ

とは承知しておりますが、さいたま市の提案・要望の実現について、  

御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成２２年８月 
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地域主権 

 
■地域主権改革の断行 

■新たな大都市制度「特別自治市（仮称）」の創設 

■臨時財政対策債制度の抜本的な見直し 
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地域主権改革の断行 

〔内閣府・総務省〕 

【提案・要望事項】 

「地域主権戦略大綱」に盛り込まれた内容をはじめ、地域

主権改革を大胆かつ着実に進めること 

１ 国の出先機関については、原則廃止を徹底し、地方へ

の事務・権限の移譲を進めるに当たっては、いわゆる「手

挙げ方式」など、地方の発意による選択的実施が可能と

なるような仕組みを構築すること 

２ 一括交付金はあくまでも税源移譲までの経過措置とし

た上で、制度設計に当たっては、使途を原則無制限化し、

対象範囲の極大化を図るとともに、補助金等適正化法以

外の仕組みを導入するなど、既存の補助金、交付金とは

違う、より一般財源に近いものとすること 

３ 一括交付金は、地方が事業を執行するために必要とな

る総額を確保する観点から、対象となる国庫補助負担金

の額と同額を確保すること 

４ 「国と地方の協議の場」を早急に法制化し、指定都市

の代表を必ず加えて開催すること 

 

【背景・理由】 
・菅政権は、去る６月２２日に「地域主権戦略大綱」を閣議決定したが、

地域主権改革を「地域の住民が自らの住む地域を自らの責任でつくって

いくという『責任の改革』であり、民主主義そのものの改革である」と

定義したこと及び同大綱を先送りすることなく、速やかに策定したこと

を高く評価したい。 

・一方、個別の項目に目を転じれば、「義務付け・枠付けの見直し」や「基

礎自治体への権限移譲」については、具体的な措置に関する一定の結論

を得たものの、「国の出先機関の原則廃止」や「ひも付き補助金の一括

交付金化」については、今後の議論に取扱いが委ねられるなど、やや踏
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込み不足の感を否めない。 
・「国の出先機関の原則廃止」については、今後、各府省が自ら事務権限

の自己仕分けを行うこととされたが、引き続き地域主権戦略会議を中心

に議論すべきである。全国一律一斉でなくとも、例えば、九都県市首脳

会議の合意事項でもあり、主に首都圏の圏域内で利用されている国道１

６号の先行移管協議など、地方が率先して手を挙げている取組について

は、早期の実施を可能とする仕組みを早急に構築すべきである。 
・さらに、「ひも付き補助金の一括交付金化」については、地方の自由度

の観点から、これまで示されてきた原案から大幅に後退した内容となっ

ており、今後の予算編成過程を通じてさらなる骨抜きも懸念されるほ

か、一括交付金を先取りしたとされる「社会資本整備総合交付金」につ

いても、分野間や年度間を越えての流用について制約があるなど、見直

すべき点が多く、地方の自由度の低い制度となっている。 
・また、各府省の関与を排して、地域主権改革を力強く推し進めていくた

めには、早急に法制化されるべき「国と地方の協議の場」において、現

場である地方の声を十分聞いた上で、真の政治主導による大胆かつ精緻

な政策決定が不可欠である。 
・なお、地域主権改革を進めていくに当たっては、「補完性の原則」に基

づき、国と地方の役割分担を大胆に見直し、権限移譲を進めるとともに、

税源移譲により確実に必要な財源を充実させ、地方の自由度を大幅に高

めることが大前提である。 
・さいたま市が大都市としての責務を果たし、地域主権の時代にふさわし

い自主的・自立的なまちづくりを推進していくため、地域主権改革の推

進に当たり、以上要望する。 

 

【参考】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ひも付き補助金の一括交付金化については地方の自由裁量を拡大できるように！ 

一括交付金 

○ あくまでも税源移譲までの経過措置 
○ 使途の原則無制限化と対象範囲の極大化 
○ 手続きの簡素化 
○ 補助金等適正化法以外の仕組みを導入 
○ 対象となる国庫補助負担金と同等額を確保 
○ 自治体間の財源調整は行わない 
○ 指定都市市長会の意見を反映 

ひも付き補助金 Ａ 

ひも付き補助金 Ｂ 

ひも付き補助金 Ｃ 

ひも付き補助金 Ｄ 
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〔担当：政策局都市経営戦略室副参事 藤澤 英之  

℡０４８－８２９－１０６３〕 

国道１６号について 

起   点：横浜市西区高島町交差点 終点：横浜市西区高島町交差点  

通過都県市：神奈川県、横浜市、相模原市、東京都、埼玉県、さいたま市、千葉県、千葉市 

所   管：横浜国道事務所、相武国道事務所、大宮国道事務所、千葉国道事務所 

●国道１６号など地方間で合意ができているものは速やかに移管を！ 

平成２１年４月 八都県市首脳会議 
・関係都県市が連携して国道１６号の移管を求めていくことで合意。 
（平成２１年４月２４日国土交通大臣あて要望） 
 

平成２２年５月 九都県市首脳会議 
・国直轄事業の先行移管を求めるため協議会を設置し、移管を求める事務の範囲や課題について
調整や協議等を行い、事務の受入体制を整備していくことで合意。
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新たな大都市制度「特別自治市（仮称）」の創設 

〔内閣府・総務省〕 

【提案・要望事項】 

 新たな大都市制度として「特別自治市（仮称）」を創設し、

必要な権限と財源の移譲を行うこと 

 

【背景・理由】 
・さいたま市は、平成１３年５月に市町村合併により新たに誕生し、更

なる住民サービスの向上を目指して、平成１５年４月に指定都市に移

行したところである。 

・しかしながら、現行の指定都市制度は、市に道府県の権限の一部を取

り扱わせる特例を積み重ねることで成り立ってきた制度であり、一般

の市町村と同一の制度が適用されていることなどから、結果として国

や道府県の関与が一部残る極めて不十分な制度となっている。 

・行政は、住民により身近なところで行われるべきという基礎自治体優

先の原則に基づき、大都市が一元的・総合的に、よりよい住民サービ

スを提供できるよう、現行の制度を一新する大都市制度として「特別

自治市（仮称）」を創設することを要望する。 

・なお、「特別自治市（仮称）」の創設に当たっては、国や道府県の関与

を極力排し、自主的かつ自立的な行財政運営を確立するために、大都

市への権限と財源の一体的な移譲を行うこと。 

・また、制度設計に当たっては、本市をはじめとする指定都市の実情及

び意向を十分に確認しながら、議論を進めていくことを要望する。 

【参考】 
 

 

 

 

 

 

〔担当：政策局都市経営戦略室副参事 藤澤 英之  

℡０４８－８２９－１０６３〕 

●特別自治市（仮称）創設後の広域自治体と基礎自治体の関係図

市町村 

指定都市 

道府県 

基礎自治体

広域自治体

特別自治市

指定都市制度（現状） 特別自治市（仮称）制度創設後 

＜あるべき大都市制度の姿＞ 

○広域自治体と同格 
○道府県の事務も全て一元的に担当 
○住民自治・参加機能を充実強化す

る仕組みを構築 
○日本を牽引するためのエンジン

日本の全人口    12,777万人 
指定都市１９市人口 2,588万人 
 ⇒ 5人に１人は指定都市住民！ 
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臨時財政対策債制度の抜本的な見直し 

〔総務省・財務省〕 

【提案･要望事項】 

１ 臨時の制度として導入した臨時財政対策債制度につい

ては、再延長を行わないなど、抜本的に見直すこと 

２ 地方固有の自主財源である地方交付税原資の不足額

は、地方交付税法第６条の３第２項の規定に従い、法定

率の変更により対処すること 

 

【背景･理由】 

・地方の財源不足を補てんする臨時的な措置として平成１３年度から導入

された臨時財政対策債制度は、３年間の臨時的な措置のはずであった

が、２度の延長で長期化している。 
・臨時財政対策債は、後年度地方交付税に全額が理論算入されるものの、

交付税総額が大きく増加しない中、臨時財政対策債の残高が増加し続け

ており、地方財政の健全化を損なう要因となっている。 
・地方行政に係る制度改正若しくは地方財政制度の抜本改正など、国･地

方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不足額の解消

は、臨時財政対策債の発行による負担の先送りではなく、地方交付税法

の趣旨に則り地方交付税の法定率引上げにより対処すべきである。 
 

【臨時財政対策債市債残高の推移（さいたま市)】 

 

 

 

 

 

 

 

※平成17年度は岩槻市合併により市債残高が256億円増。 

〔担当：財政局財政部財政課長 髙橋 篤 ℡０４８－８２９－１１５０〕 

（単位：億円） 

2,326 2,425 2,649 2,687 2,720 2,625 2,737 2,764

537
726 848 943 1,020

1,152 1,279

367
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H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度

市債残高（臨時財政対策債除く） 臨時財政対策債残高
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経済・雇用 

 
■緊急経済対策事業等の恒久化 
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緊急経済対策事業等の恒久化 

〔内閣府・財務省〕 

【提案･要望事項】 

緊急経済対策事業など、国策として開始した各種施策の

一部については、その期限を設けることなく恒久的な制度

とするとともに、引き続き財源措置を講ずること 

 

【背景･理由】 

・世界同時不況の国民への影響を最小限とすべく、国はこれまで、数次

に渡る補正予算等により緊急経済対策として、国民生活の安心を確保

するための施策を展開してきた。 

・地方においてもこれらの施策の方向性に則り、さまざまな施策を実施

してきたが、市民生活の安心を確固たるものとするためには、一部の

施策については、今後も継続して実施していく必要がある。 
・ついては、緊急経済対策等で開始した事業については、地方の意見を

聴きつつ、継続すべき事業について検討することを要望する。 
 

【さいたま市が考える恒久化が必要な制度の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〔担当：財政局財政部財政課長 髙橋 篤 ℡０４８－８２９－１１５０〕 
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子ども 

 
■子ども手当制度の再構築 

■子育て環境整備の拡充に向けた制度等の拡充 

■育児休業給付金給付率の引上げ 
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子ども手当制度の再構築 

〔厚生労働省・内閣府・総務省・財務省〕 

 

【提案・要望事項】 

１ 子ども手当に関わる費用については、地方に負担を転

嫁することなく、全額国費とすること 

２ 子ども手当の上積み分を地方自治体の裁量で子育て支

援策を講じることを可能とすること 

３ 子ども手当から保育料及び給食費等へ充当することを

可能とすること 

 

【背景・理由】 
・平成２２年度における子ども手当の実施に関わる経費については、当初

は全額国費負担としていたが、国の財源不足により、結局、児童手当の

負担と同額を地方に転嫁した。 

・その後の子ども手当の取扱いに関する４大臣の合意文書では、平成２３

年度における子ども手当の支給については、平成２３年度予算編成過程

において改めて検討することとされているにもかかわらず、住民税の扶

養控除廃止による増収分を子ども手当の財源として活用することが記

載されている。 

・本来、住民税は、市民に行政サービスを提供するための財源として活用

するものであり、国の施策を実施するために地方財源を一方的に取り上

げられることはあってはならないことである。 

・子ども手当の上積み分については、待機児童の解消などの課題を解決す

るため、地域主権の観点から地方の現状に合わせた地方自治体の裁量で

子育て支援策を講ずることが可能とする制度とする必要がある。 

・また、保育料や給食費等の滞納については大きな課題となっており、滞

納者については、必要に応じて子ども手当から保育料及び給食費等へ充

当することが可能とするべきである。 

・よって、今後、子ども手当については、地方自治体の実情にあった制度

とすることを要望する。 
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【参考】  

【平成２２年度】 【平成２３年度～】

子 ど も 手 当
全額国費

児 童 手 当
事
業
主

国
　
費

県
・
市

子 育 て 支 援 策

子 ど も 手 当

全額国費

子育て支援策

国 地方 地方

現 金 給 付 （ 全 額 国 費 ）

国

子 育 て 支 援 策

全額国費

《子ども手当上積み分》

現 物給付 （ 子 育 て 支援 策 ）

保 育 料 等 へ の 充 当

子ども手当

手当充当不可
　満額支給

手 当 不 支 給
保育料 等に 充当

子ども手当

保育料等滞納者 保 育 料 等 滞 納 者

１

２

３

〔担当：子ども未来局子ども育成部子育て支援課長 宮田 英男 

 ℡０４８－８２９－１７２０〕 

１．地方に負担を転嫁せず、全額国費とすること

２．上積み分は地方の裁量とすること 

 
全額国費 

 
全額国費 

子育て支援策 
<子ども手当上積み相当分 
または、その他サービス> 

 

全額国費

３．保育料等への充当を可能とすること 

子ども手当 

満額支給 

保育料等滞納者 

子ども手当 

保育料等滞納者 

保育料等の滞納額

相殺可 
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子育て環境整備の拡充に向けた制度等の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 保育所の施設整備及び運営基準に関し、地方自治体が国

の示す標準と異なる基準とした場合においても、地方自治

体が地域の実情にあった施策を推進できるよう、国におい

て財源措置を講ずること 

２ 待機児童解消に向け、市単独保育施策として実施してい

る認可外保育施設に対する国の支援措置を創設すること  

 

【背景・理由】 
・さいたま市では、次世代育成支援対策後期行動計画「さいたま子ども・

青少年希望
ゆ め

プラン」に基づき、子育て支援のための施策・事業の拡大に

積極的に取り組んでいる。 

・本市では、核家族化の進行や女性の社会進出の増加などに加え、子育て

世帯の流入等が多いという本市の地域特性により、保育ニーズが急激に

伸びており、待機児童の解消が喫緊の課題となっている。 

・そうしたことから、保育所の開設数を増やすことは急務であり、待機児

童解消のための積極的な施策の推進や、保育の質の向上など、地方自治

体が地域の実情にあった施策を主体的に実施できるよう、地方自治体が

国の示す標準と異なる基準とした場合においても、国において十分な財

源措置を講ずることを要望する。 

・また、本市では、社会福祉法人以外の法人による認可保育所の整備や市

が独自に定めた基準を満たす認可外保育施設に保育を委託する「ナーサ

リールーム事業」及び｢家庭保育室事業｣などの市単独保育施策について

も積極的に推進し、待機児童の解消に努めている。 

・そこで、待機児童の解消や保育ニーズの多様化への対応、保育の質の維

持・向上のため、地方自治体が独自に取り組んでいる、いわゆる単独保

育施策について、十分な支援措置を早急に創設することを要望する。 
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【参考】 

 

さいたま市における待機児童数の推移 

年月 
平成２０年 

4月 

平成２０年

１０月 

平成２１年

4月 

平成２１年

１０月 

平成２２年

4月 

待機児童数 219人 446人 177人 361人 154人 

 

 

 

 

市単独保育施策実施の認可外保育施設の状況 

                 （平成２２年4月1日現在） 

施設数 １００施設 

定員 ３，００８人 

入所児童数 ２，３４０人 

内 認可保育所不承諾の児童数 ５３５人（注１）

事業費（平成２２年度） １,５４７,５３５千円 

 

（注１） 認可保育所の不承諾者のうち、市単独保育施策の認可外保育施設に 

入所している児童（待機児童に含まれない児童数） 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：子ども未来局保育部保育課保育環境整備室長 鈴木 俊行 

 ℡０４８－８２９－１８８７〕 

13



育児休業給付金給付率の引上げ 

〔厚生労働省・内閣府・財務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 母親が産後８週間の間に、父親が育児休業を取得する

ことを促進するため、当該期間中の父親の育児休業給付

金給付率を現行の５０％から大幅に引き上げ、１００％

とすることを目指すこと 

２ 上記実現のため、必要な財政措置を講ずること 

 

【背景・理由】 
・出生率は前年と比べて横ばいとなり、回復基調にブレーキがかかり、

早急かつ実行性のある対応が望まれている。 

・女性が第２子を出産する要因として、父親が子育てを行っているかが

大きく関わっているとの調査結果が出ているように、少子化対策とし

て、父親の育児を促進していくことは重要な施策である。このため、

父親の育児休業取得率の向上については大きな関心が寄せられ、平成

２２年１月２９日に閣議決定がされた「子ども・子育てビジョン」に

おいて、２０１７年（平成２９年）までに１０％とするとの目標設定

がされているが、現実は１．２３％（平成２０年度）と非常に低い状

況となっている。 

・こうした状況の中、本年４月１日に育児介護休業法の改正が行われ、

父母両者が育児休業を取得する場合、育児休業の延長が可能となった。

また、産後８週間の期間に育児休業を取得した父親は、再度育児休業

の取得が可能となったほか、専業主婦の夫も含めすべての父親の育児

休業の取得も可能となった。 

・しかしながら、多くの家庭においては、父親の収入を主な生活資金と

しており、現行の給付金制度では、父親の育児休業取得により収入が

減り生活基盤を失うことから、取得を妨げる要因となっている。 

・本来は、育児休業を取得する場合はすべて１００％の給付率とするこ

とが必要ではあるが、母親が最も助けを必要とする産後８週間の間に

ついては、早急に、現行の５０％から１００％とすることを目指し、

大幅に給付率を引き上げるよう制度改正すること及びその負担を事業

者へ負わせるのではなく、国がその財源を補償することを要望する。
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【参考】 

 

担当：子ども未来局子ども育成部子育て企画課長 松井 雅之 

℡０４８－８２９－１９０９〕 
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教  育 

 
■義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の見直し 

■公立高等学校授業料不徴収交付制度の見直し 
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義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の見直し 

〔総務省・財務省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 義務教育費国庫負担制度については、地域主権改革を実現

するため、廃止すること。ただし、教育の機会均等と教育水

準の確保を図るという義務教育の精神を引き続き尊重し、地

方に負担を転嫁することのないように、その所要全額につい

て、税源移譲による財源措置を講ずること 

２ 県費負担教職員制度の見直しにおける給与費負担の指定

都市への移管は、学級編制、教職員定数、教職員配置等に関

する包括的な権限移譲を前提に、その所要全額について道府

県からの税源移譲による財源措置を講ずるとともに、今後急

激に増加する退職手当所要額についても財源措置を講ずる

こと 

 

【背景・理由】 
・さいたま市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊

かな地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行

政課題に取り組んでいる。 

・義務教育費国庫負担制度については、国庫負担割合が３分の1に引き下

げられ、また、県費負担教職員制度については、平成２０年６月に決定

された政府の地方分権改革推進要綱（第１次）において、「既に人事権が

移譲されている指定都市において、人事権者と給与負担者が一致する方

向で検討すること」及び「現在、都道府県の協議・同意が必要とされて

いる学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を

見直す方向で検討すべきであること」との見解が示されている。 

・地域の実態に即した義務教育を推進するためには、人事権者が安定した

財政基盤に立って教職員給与を支給するとともに、自らの権限と判断に

より学級編制、教職員定数、教職員配置等を決定する必要がある。 
・義務教育費国庫負担制度や県費負担教職員制度の見直しについては、学

級編制、教職員定数、教職員配置等に関する包括的な権限移譲を図ると

ともに、地方に負担を転嫁することのないように、その所要全額につい

て税源移譲による財源措置を講ずるよう要望する。 
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【参考】 
［義務教育費国庫負担制度廃止に伴う税源移譲等］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：教育委員会学校教育部教職員課長 宮田 正己  

℡０４８－８２９－１６５０〕 

･学級編制基準 

･教職員定数 

･教職員配置等 

＜権限＞ 

国・県 

権限移譲

政令 

指定都市 

国 
１／３ 

県 
２／３ 

政令 

指定都市 
税源移譲

＜給与費負担＞ 
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公立高等学校授業料不徴収交付制度の見直し 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

公立高等学校授業料不徴収交付金は、生徒数に応じた授

業料相当額を全額国が負担すること 

 

【背景・理由】 
・「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給

に関する法律」が本年４月に施行された。 

・法により、公立高校の授業料は無償となり、授業料収入相当額が国費

により負担されるが、交付金算定は全国一律の調整率（減免率）が設

けられ、これにより本市に交付される交付金は、法施行前の授業料徴

収額から減収となっている。 

・地方財政や住民生活に影響を及ぼす事項について、地方に相談もなく

制度設計を行うことは、地方公共団体間に不公平が生じるばかりか、

政府の掲げる地域主権とは到底相入れないものでもある。 

・そこで、公立高等学校授業料不徴収交付金は、生徒数に応じた授業料

相当額を全額国が負担するよう要望する。 

 

【参考】 
        【従 来】     【法施行後】 

 

〔担当：教育委員会学校教育部学事課長 川本 明   

℡０４８－８２９－１６４４〕 

さいたま市 
（５．４％） 

全国 
（１１．５％）

減 免 
調整率

授業料 交付金
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高齢者 

 
■高齢者のための新たな医療制度について 
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高齢者のための新たな医療制度について 

〔厚生労働省〕 

 

【提案・要望事項】 

１ 新たな高齢者医療制度の運営主体については、制度の

安定と広域化の観点から都道府県が担い、現在の後期高

齢者医療制度と同様、都道府県内統一の保険料率とし、

都道府県が保険料賦課を実施すること 

２ 新たな高齢者医療制度の制定に当たっては、市民に混

乱を生じさせることのないよう、検討状況を含め、適宜

情報提供を速やかに行い、併せて、行政区を有する政令

指定都市においても、導入に向けた準備が円滑に行われ

るよう配慮するとともに、十分な準備期間を設けること 

３ 新制度移行に伴い新たな財政負担が生じる場合につい

ては、地方に転嫁することなく、国が責任をもって全額

措置を講ずること 

 

【背景・理由】 
・後期高齢者医療制度は、制度開始以降、軽減措置の導入等の見直しが

行われてきたが、十分な周知期間のない中で実施されたことにより、

制度への不信感、不安感を生じさせる結果となった。 

・さいたま市においても、被保険者からの問い合わせへの対応に加え、

緊急のシステム改修や予算措置など、大変苦慮したところである。 

・現行制度は、国において平成２４年度をもって廃止することが決定し

ており、厚生労働省は平成２２年７月２３日に、新たな高齢者のため

の医療制度の基本的枠組みとして、年齢で区分することなく高齢者も

現役世代と同様に国民健康保険か被用者保険に加入するものとする中

間とりまとめ（案）を「高齢者医療制度改革会議」に示した。その中

で、高齢者の国民健康保険の保険料については、現役世代とは別に都

道府県単位で標準保険料率を定め、それを基に市町村が収納状況等を

勘案した保険料率により賦課するとあり、結果的に都道府県内の市町

村が統一した保険料率とはならず地域格差が生じる恐れがある。 
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・新たな高齢者医療制度の運営主体については、都道府県が担い、現行

制度と同様、都道府県内統一の保険料率とし、都道府県が保険料賦課

を実施することを要望する。 

・また、今後の新制度の構築に当たっては、市民に混乱を生じさせるこ

とのないよう、必要な情報提供を速やかに行うとともに、行政区を有

する指定都市においても新制度への移行準備が円滑に行えるよう、十

分な準備期間を確保すること。また、新制度移行に伴う電算システム

改修においては、指定都市にも対応したものを構築するとともに、シ

ステム改修費等の事務的経費において、市町村に新たな負担が生じる

ことのないよう、財政措置を講じること。 

・保険料の軽減措置についても、現在は全額措置されているが、引き続

き市町村に負担を転嫁することなく、国において全額財政措置するこ

とを要望する。 

 

【参考】 

 

〔担当：保健福祉局福祉部年金医療課長 中井 達雄  

℡０４８－８２９－１２３７〕 

●全額国庫負担としていた、後期高齢者医療制度に係る 

システム改修費の負担割合 

改修金額 国庫補助金 市負担額 

231,725,760円 51,662,010円 180,063,750円

 

 
システム改修費の国・市負担の割合

系列1, 市負担
額, 78%

系列1, 国庫補
助金額, 22%

国庫補助金額 市負担額

国庫補助金 ２２．３％

市負担額 ７７．７％

システム改修費の国・市負担の割合 
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健康・安全・安心 

 
■予防接種制度の更なる充実 

■新型インフルエンザ対策 

■生活保護受給者の急増対策 

■国民健康保険財政の確立 

■介護保険制度の拡充 

■国民保護の推進 

■地震防災対策の充実強化 

■義務教育施設等の整備・改修の促進 

■消防救急無線のデジタル化に係る支援制度の拡充 
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予防接種制度の更なる充実 

 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 定期接種の対象外の疾病について、早急に検討を行い、

予防接種法の定期接種の種類等の見直しを行うこと 

２ ワクチンの効能と限界についての普及啓発を進め、  

予防接種行政を推進するために必要な措置を早急に講ず

ること 

３ 任意接種についても、万が一の健康被害に対しては、

予防接種法と同等の救済を行うこと 

 

【背景・理由】 

・現在、我が国で行われるワクチン接種は、予防接種法に定める定期接種

と、法によらない任意接種に大別されているが、被接種者に金銭的負担

を求めない定期接種に対して、任意接種は接種費用が高額であるばかり

か、副反応が発生した際の補償についても相対的に薄くなっているな

ど、健康被害発生時の救済制度について、十分となっていないため、経

済格差が健康格差を惹起する状況となっている。 
・さらに、集団義務接種から個別勧奨接種への転換という流れの中で、

ワクチンについての正確な情報を広く普及啓発することが十分に行わ

れていないことや、近年実用化された子宮頸がん予防ワクチン及び２０

年以上にわたり任意接種として実績のある水痘、流行性耳下腺炎につい

て、法に基づく定期接種の妥当性についての結論が得られていないな

ど、課題の解決が未だになされていない。 
・このような問題を解決するため、先ずは、“ワクチンで予防可能な疾患

はワクチンで予防する”との方針を示すとともに、その効能と限界、

接種に伴うリスクを広く国民に周知すること。次に、一定の基準に基づ

き、安全性と有効性が確認され承認を受けたワクチンは、定期接種に加

え、接種により生じた健康被害については、現行の予防接種法に基づく

救済制度と同等の救済制度を整備することを要望する。 
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：保健福祉局保健所疾病予防対策課長 嘉悦 明彦 

 ℡０４８－８４０－２２１６〕 

 
 

 
 

定期接種 
（予防接種法） 

任意接種
（予防接種法に依らない）

○ＢＣＧ 
○ポリオ 
○３種混合    
○麻しん・風しん 
○日本脳炎 

自己負担 
無 料 

 

○インフルエンザb型

○肺炎球菌 

○子宮頸がん 

○水痘（水ぼうそう）

○流行性耳下腺炎（お

たふくかぜ） 

など

(参考事例) 
・水痘 

6,000円 
・おたふくかぜ

 4,000円 

【健康被害】 
医薬品副作用被害救済制度 
【例】死亡一時金 
   給付額：約７２０万円 【健康被害】 

予防接種健康被害救済給付制度 
【例】死亡一時金 
   給付額：約４，３００万円

自己負担 

有 料

１．一定の疾病については、定期接種へ移行

２．任意接種の救済措置の拡大 

現 状 

提案 
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新型インフルエンザ対策 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 新型インフルエンザ対策に関しては、強毒型以外の病原

性にも対応するよう、行動計画やガイドラインを見直すと

ともに、法体系の整備を図ること 

２ 新型インフルエンザ対策は、国全体の課題であることを

踏まえ、必要経費を全額国が負担すること 

 

【背景・理由】 

・平成２１年４月に発生した豚由来の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ

１）は、当初、ウィルスの性状が明らかでなかったため、国や地方自

治体等は、強毒型の新型インフルエンザを想定した行動計画やガイド

ラインに基づき、対応をとっていた。 

・新型インフルエンザが、感染力は強いものの、季節性インフルエンザ

と同程度の病原性・性状であると判明した後も、国は行動計画やガイ

ドラインの見直しを行わず、現状と合わない部分は省令の改正や通知

等で対応していたため混乱が生じることとなった。 

・このことを教訓として、今回の新型インフルエンザのような、強毒型

以外の病原性に対応ができる新型インフルエンザ等対策行動計画、ガ

イドライン、関係法令等の整備を早急に図るよう要望する。 

・また、新型インフルエンザ対策は、国全体の課題であるにもかかわら

ず、十分な財政措置がされていないことから、必要経費を国が全額負

担するよう要望する。 

【参考】 

＜通知等による急な手続き変更により、対応に苦慮した事例＞ 

①保健所への届出関係 

感染症法第１２条に、「新型インフルエンザ等感染症」と診断した医師は、

直ちに保健所へ届け出ることとされている。しかし、今回の新型インフルエ
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ンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）については、流行の拡大に伴い、届出が「施設発生を

保健所長が確認した場合」となり、その後「新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１

Ｎ１）患者に限り当面の届出は不要」へと、次々と変更が行われた。その時々

で、医療機関をはじめとした関係機関への周知を行わなければならず、連携

に膨大な時間を費やすこととなった。 

患

者

届

出

 

感染症法12条 

｢新型インフルエンザ患者と診断した場合

は届け出ること（政令で定める場合を除

く)｣ 

 

H21.7.24  規則改正(省令) 

｢新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）患

者に限り、届出は施設発生を保健所長が確

認した場合に行う｣ 

 

H21.8.25 規則改正(省令) 

｢新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）患

者に限り当面の間届出は不要｣ 

 

  

H21.5～ 

新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）患者

の発生～流行（患者増加） 

 

 

 

施設におけるインフルエンザ患者発生の

増加 

 

 

 

②発生動向調査や積極的疫学調査などのサーベイランス関係 

感染症法第１４条及び第１５条に、サーベイランスの実施が規定されている。

しかし、ガイドラインを含め、調査方法についての具体的な規定がなく、今回

の新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の際も、何らかの科学的根拠が示され

ることもないまま、次々と「通知」により調査方針が変更されたところである。 

サ

ー

ベ

イ

ラ

ン

ス

 
◇ 主な通知（文書記載の日付による） 

・H21.4.26   健康観察の依頼 

・    4.29   症例定義に関する通知 

・    5. 8   健康監視について 

・    5. 9   症例定義の改定 

・    5.13   症例定義の再改定、健康監視

について 

・    5.22   症例定義の再改定、健康監視

について 

・    6.10   早期探知等にかかるｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ

について 

・    6.19   運用指針の改定 

 

・H22.7.13   定時報告方法の改定 

・    7.22   積極的疫学調査要綱の改定 

・    7.24   今後のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制について 

・    8.25   今後のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制について 

・   10. 8   今後のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制について 

・   12.14   今後のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制について 

・H22.3.26   今後のｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ体制について 

〔担当：保健福祉局保健部地域医療課長 千村 浩 

℡０４８－８２９－１２９５〕 
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生活保護受給者の急増対策 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 住宅手当支給制度など、生活保護制度に優先する「第

二のセーフティネット」の恒久化及び拡充を行うこと 

２ 生活保護費・人件費等の地方負担の急増に対して、緊

急的に財政措置を講ずること 

 

【背景・理由】 
・本来、生活保護制度は、国民の最低生活の保障というナショナルミニ

マムとして国の責任において実施され、その経費についても全額国に

おいて負担されるべきものであるとこれまでも要望しているところで

ある。 

・さいたま市においては、徹底した行財政改革を推進する中で、生活保

護の分野においては、ケースワーカーの増員を図る等、生活保護行政

の適正な運営に努めている。しかし、一昨年都内で開催された年越派

遣村を契機として、本市においても雇用・住宅・医療・法律等、ワン

ストップ的な機能を有した各種相談会等が頻繁に実施され、厳しい雇

用失業情勢と相まって、生活保護受給世帯は近年類を見ない増加とな

っており、それに伴う生活保護費等の増大は本市の財政を圧迫してい

る。 

・国においては、緊急経済対策の一環として、３年間の時限措置である

職と住まいを失った者等への住宅手当支給制度、ハローワークのあっ

せんによる職業訓練の受講者に対する訓練・生活支援給付等の「第二

のセーフティネット」を実施しているが、生活保護受給者の増加に歯

止めがかかっていないのが現状である。 

・そのため、生活保護制度に優先する「第二のセーフティネット」が実

効あるものとなるよう、就労支援施策をはじめとする諸施策の改善や

拡充を行った上で、全額国庫負担による恒久化を要望する。 

・また、これらの制度の活用に結び付かない、あるいは活用してもなお

最後のセーフティネットである生活保護を受給するに至った者に対し

必要となる生活保護費・人件費等の財政負担の増加に対して、緊急的

な財政措置を講じられるよう要望する。 
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10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

18年度 19年度 20年度 21年度百万

当初予算 決算額

【参考】 
○年度別生活保護費の状況（4月1日時点） 

   
１．予算・決算の推移    

 

 

     

  
当初予算 

（百万円） 
増加率 

決算額 

（百万円） 
増加率  

18年度 16,841,992   18,398,713    

19年度 16,847,252 1 18,914,623 1.028  

20年度 18,408,015 1.093 19,502,778 1.031  

21年度 18,965,778 1.03 23,582,388 1.209  

      

２．生活保護者（世帯）の推移    

 

  
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  人員（人） 増加率 世帯数 増加率 
保護率 

（‰） 

19年度 10,632   7,416   9.0 

20年度 11,086 1.043 7,773 1.048 9.3‰ 

21年度 12,220 1.102 8,696 1.119 10.2‰ 

22年度 14,819 1.213 10,636 1.223 12.2‰  
 

〔担当：保健福祉局福祉部福祉総務課長 田中 一明  

℡０４８－８２９－１２５０〕 

5,000

7,000

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19年度 20年度 21年度 22年度

人員

世帯数

百万円 
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国民健康保険財政の確立 
〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 医療保険制度の一元化などの医療保険制度改革を早急

に実現すること 

また一元化までの間は、都道府県単位で国民健康保険を

一元化していくことが現実的なので、都道府県を保険者と

する国民健康保険制度の再編・統合等を検討すること 

２ 特定健診・特定保健指導の目標値達成度に応じて、国庫

負担や現役世代の拠出金に差を設けないこと 

また、健診等の助成基準単価が実勢価格と大きくかけ離

れているので、助成基準単価を見直すこと 

３ 普通調整交付金の収納率による減額措置については、条

件を付すことなく交付するよう見直しを行うこと 

４ 地方自治体が単独事業として、福祉医療制度等を実施し

ている場合における国庫負担金の減額調整措置を早急に

廃止すること 

５ 法令公布の際には、遅延がないよう十分に配慮した対応

をすること 

 

【背景・理由】 
・国民健康保険は、高齢者や低所得者層の加入割合が高く、財政基盤が脆弱

である上、医療費の増加とこれに伴う保険税負担が増大し、保険者と被保

険者の負担は、過重なものとなっている。 
・このような中、平成２０年度の医療制度改革において、後期高齢者医療制

度の創設をはじめ、前期高齢者の財政調整制度、医療費の適正化を目指し

た特定健診・保健指導の中長期的な対策など、国民健康保険財政の安定を

図る目的で一連の制度改正が行われた。 
・しかし、国民健康保険制度の構造的問題を解決するものではなく、長期的
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な安定運営のための抜本的な改革には至っていない状況にある。 
・以上のことから、国民健康保険制度の安定化に向けた早期取組を強く要望

する。 

 

【参考】 

 

 

0

2,000

4,000
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12,000
百
万

0

10,000

20,000
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百
万

一般会計繰入金 7,302,831,372 8,247,514,270 9,489,024,032 8,596,822,138 8,986,726,884 10,726,419,000

（再掲）法定外繰入金 3,517,663,000 4,417,663,000 5,170,775,000 4,895,687,000 4,895,687,000 6,100,000,000

保険給付費 54,052,879,641 56,577,534,224 61,113,436,850 63,208,889,836 66,489,072,761 70,436,200,000

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度
平成２１年度
(見込）

平成２２年度
（予算）

繰
入
金

保
険
給
付
費

 

 

〔担当：保健福祉局福祉部国民健康保険課長 藤原 陽一郎 

 ℡０４８－８２９－１２７７〕 

増え続ける 
国保財政支出 

法定外の 

一般会計繰入金 

６１億円 

（Ｈ２２予算）

国民健康保険は
危機的な財政
状 況 に あ る
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介護保険制度の拡充 
〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 慢性的な介護人材の不足を解消するため、介護報酬の

引上げを行い、介護人材の確保を図ること 

２ 介護報酬の改定に当たっては、介護保険料の上昇や地

方自治体の財政負担の増大を招かないよう、調整交付金

については別枠化するとともに、公費負担割合の見直し

を行うこと 

 

【背景・理由】 
・都市部においては、介護従事者の定着率が低く、従事者を募集しても

集まらないなど慢性的な人材不足の状況となっている。 

・平成２１年度の介護報酬改定において、介護報酬が３％引き上げられ、

平成２１年１０月には介護職員処遇改善交付金による改善が図られ

るなど、一定の配慮がなされたところである。 

・しかし、今回の介護報酬の引上げは、介護従事者の賃金を一律に引き

上げるものではないことから、制度を維持していくために必要な人材

の確保が図られるよう、介護報酬改定等による影響について、詳細な

調査・分析を行い、適切な介護報酬を設定することが必要である。 

・介護保険制度では、国・県・市が負担する公費負担割合と被保険者が

負担する保険料の負担割合をそれぞれ２分の１としているが、第１号

被保険者の保険料負担は過重になってきており、第５期介護保険事業

計画の策定に向けた制度設計においては、公費負担割合の見直しにつ

いて検討する必要がある。また、国が負担する介護給付費負担金の

５％に当たる調整交付金は、後期高齢者の占める割合や所得段階別被

保険者の割合に基づき、全国平均と調整し交付することとされている

が、本市における調整交付金の割合は平成２１年度で１．４３％であ

り、調整交付金の減額に伴う不足額は、第１号被保険者の介護保険料

に上乗せされている。国の介護給付費負担金については、公費負担割

合に基づく国の負担割合を各保険者に確実に交付し、財政支援が必要

な市町村に対しては別枠で支援を行うよう要望する。 
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【参考】 
１．介護報酬の引上げ必要性 

 

 
 

２．調整交付金の別枠化 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：保健福祉局福祉部介護保険課長 中山 正行  

                     ℡０４８－８２９－１２６４〕 

賃金が
低い

（全国） 
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国民保護の推進 

〔内閣官房・総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 武力攻撃事態や大規模テロ等に備えるため、物資及び資

材等の備蓄に当たっては以下のとおり整備すること 

（１）ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害等に対処す

るための物資及び資材等は、国の責任において確保する

こと 

（２）国は、地方公共団体と意見交換を行い、国と地方公共

団体との役割を明示し、地方公共団体が備蓄する場合に

おいては、物資及び資材等の種類や数量をガイドライン

で示すとともに、その財源を措置すること 

２ 国は、国民保護にかかる事業を円滑に推進するため、住

民の理解を深めるべく、更なる啓発に努めること 

 

【背景・理由】 
・我が国の政治・経済の中心である首都圏は、武力攻撃事態や大規模テロ

等の発生時には、首都機能や経済機能に重大な影響が出ることが予想さ

れ、その事態は、地方公共団体の対処能力を超えるものと危惧される。

・国においては、平成１６年に「武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律」を制定し、平成１７年には「国民の保護に関す

る基本指針」を制定している。さいたま市では、平成１８年１１月、「さ

いたま市国民保護計画」の策定をはじめ、九都県市間における、首都圏

の特殊性を踏まえた連携体制の充実など、対策の推進を図っている。 

・しかし、国は、物資の備蓄などの具体的内容について、いまだ明らかに

していない。まず、国と地方公共団体との役割を整理した上で、国民保

護措置は法定受託事務であることを踏まえ、費用については国で負担す

る必要がある。 

・また、Ｊ-ＡＬＥＲＴの整備等の事業を進めるに当たり、住民の一層の

理解が必要であることから、更なる啓発活動が必要である。 

・以上のことから、国においては、国民保護の推進のため、強いリーダー

シップを持って、更なる具体的な対応を図ることを要望する。 
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【参考】 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔担当：総務局危機管理部安心安全課長 本田 正樹  

℡０４８－８２９－１１３４〕 

武力攻撃事 外部からの武力攻撃については、次の4つの類型を想定しています。

緊急対処事態（大規模テ
武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態であ
り、次の4つの類型を想定しています。 

ゲリラ特殊部隊
による攻撃

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国民保護において、想定される事態 

武力攻撃事態 外部からの武力攻撃については、次の4つの類型を想定しています。 

緊急対処事態（大規模テロ等） 武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態であ
り、次の4つの類型を想定しています。 

大規模集客施設等への     大量輸送交通機関の         核燃料物質の高速     都心における
化学剤などの散布          走行中の爆破        道路運送中の爆破       テロの発生

     着上陸侵攻     ゲリラ特殊部隊による攻撃    弾道ミサイル攻撃         航空攻撃

 

住民の避難及び避難

住民等の救援に必要

な物資及び資材 

国民保護措置の実施

のために必要な 

物資及び資材 

物資及び資材等の

備蓄・整備が 

不可欠 
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地震防災対策の充実強化 

〔内閣府〕 

【提案・要望事項】 

１ 首都直下地震では、膨大な数の帰宅困難者の発生が予

想されるため、滞留する帰宅困難者の一時的な避難所の

確保に向けた制度の創設及び積極的な支援を行うこと 

２ 被災者の住宅再建に関する有効な諸施策を推進すると

ともに、被災者生活再建支援制度における支援金の増額

を含めた見直しを行うこと 

 

【背景・理由】 
・さいたま市を含む南関東地域は、直下地震等の大地震の切迫性が指

摘されており、政治、経済の中枢機能が集積された地域であること

からも、大地震が発生した場合、膨大な数の帰宅困難者の発生が想

定されている。 
・本市を含む九都県市においては、共通した問題と捉え、支援策の一

つとして沿道の事業者に協力を求め、帰宅途上でのトイレの利用や

情報収集が可能な「災害時帰宅支援ステーション」の設置を進めて

いる。 
・本市では、流入帰宅困難者の対策として、避難所を設置するため、

駅周辺ホテル等と施設の提供等について協定を締結している。しか

し、帰宅困難者への支援は、広域的な支援体制が必要であり、本市

の施策のような民間施設等の利用については、一地方自治体の取組

では帰宅困難者全体としての効果が薄いことから、国主導で積極的

に取組むことを要望する。また、民間施設の利用には相当の費用負

担が発生するため、災害救助法に定める避難所の設置の費用負担に

対する基準の適否や見直しを行う等、国の強いリーダシップによる

支援対策を一層充実強化する必要がある。 

・平成１０年に国が定めた「被災者再建支援法」による被災世帯に対

する支援金制度も過去に幾度かの改正がなされ、支給要件の緩和や

支給限度額の引上げなどが行われたが、現実的な生活再建とはほど

遠いことから、支援金の増額等を含め、国の地震防災対策の更なる

充実強化について要望する。 
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【参考】 
 

■さいたま市の帰宅困難者支援 

         

           
 
     ○○○駅   流入帰宅困難者（通勤・通学者等）  協定ホテル（民間施設）

 

 

              
  

■さいたま市 流出帰宅困難者想定数 

    ３２２，４４７人（平成17年度 さいたま市被害想定調査報告書より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：総務局危機管理部防災課長 大成 義之 ℡０４８-８２９-１１２６〕 

協力要請

費用請求 

（施設は無償）
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義務教育施設等の整備・改修の促進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 計画的かつ円滑に義務教育施設等の耐震化、増改築等

を行えるよう、必要な予算総額を確保すること 

２ 夏休み等、工事を予定している時期に円滑に実施でき

るよう、速やかに内示等の措置をすること 

３ 耐震化事業に係る必要な財政措置を今後も継続すること 

 

【背景・理由】 
・義務教育施設等の耐震化、大規模改造、及び増改築等の整備について

は、多額の経費を要することから、市単独で実施するのは非常に困難

であり、国庫負担等の支援を欠くことができない。しかし、現実には

国の予算に限りがあるため、来年度に向けた事業計画の策定が困難な

状況となっている。 

・また、学校教育施設等に係る工事の多くは、学校運営に支障を来さな

いためにも夏休みを利用しなければ実施が困難であるが、認定、内示

等が遅くなると、契約や起工が遅れることとなり、工事の円滑な実施

に支障を来すこととなる。 

・本市においても、小中学校における全保有棟数６４５棟のうち、昭和

４４年以前に建築され、築４０年以上経過した校舎・屋内体育館が、

８０棟（１２％）を占めており、これらの改築・改修等が喫緊の課題

である。 

・これらの事業を自主的、計画的かつ円滑に実施できるようにするため

には、国において、地方公共団体が計画している事業量に見合う財政

措置を図ることや、地方が予定した時期に実施できるよう認定、内示

等の措置をとることを要望する。 

・また、学校耐震化事業については、子どもの命の安全に関わる課題で

あり、先送りできるものではないことから、必要な財政措置を今後も

継続するよう要望する。 
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【参考】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：教育委員会管理部学校施設課長 原 修  

℡０４８―８２９－１６３２〕 
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消防救急無線のデジタル化に係る支援制度の拡充 

〔総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

消防救急無線のデジタル化に係る支援制度を拡充すること 

１ 消防救急デジタル無線設備の整備費補助金について、基

準額の増額及び補助率の引上げを行うとともに、必要な予

算総額の確保に努めること 

２ 消防救急デジタル無線設備の整備に当たり、複数年の賃

貸借契約による整備についても財政支援対象として認める

こと 

３ 消防救急デジタル無線設備の整備費について、特別地方

交付税による財政措置を講ずること 

【背景・理由】 
・消防・救急・救助活動に必要不可欠な消防救急無線設備については、電

波法の改正に伴い、平成２８年５月末までに、全ての１５０ＭＨｚ帯機

器をアナログ方式からデジタル方式へ移行しなければならないこととさ

れている。 

・消防救急無線のデジタル化は、緊急消防援助隊の円滑な運営、通信の高

度化等のほか、占有周波数の狭帯域化による周波数の有効活用を推進す

るために必要な事業ではあるが、当該事業を実施するためには、多額の

事業費が必要となることから、地方公共団体が、本事業を積極的に推進

できるよう必要な支援制度を講ずるよう要望する。 

【参考】 

○さいたま市が単独整備した場合の概算整備費用 

 

 

 

〔担当：消防局警防部指令課情報システム推進室長 山岸 一也 

 ℡０４８－８３３－９２５８〕 

基地局設備整備費用 １，２２２，２００千円 
移動局設備整備費用   ４６０，６８０千円 
設備工事費用      ５０４，８６４千円 
合計（税別）    ２，１８７，７４４千円 

※概算費用積算の根拠
・基地局数 市内５箇所 
・移動局数 ３６０台 
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環境・まちづくり 

 
■電気自動車(EV)の普及促進 

■緑地の保全・創出に向けた制度の拡充 

■太陽光発電当における全量固定価格買取制度の構築 

■補償金免除繰上償還制度の拡充 

■循環型社会の構築に向けて 

■高速鉄道東京 7号線の延伸促進 

■スポーツに関する施策の充実・強化 
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電気自動車(EV)の普及促進 

〔経済産業省・国土交通省・環境省・警察庁〕 

【提案事項】 

１ ＥＶユーザーへのインセンティブの付与 

２ 充電設備の整備とわかりやすい表示の促進 

３ ＥＶに関する調査・研究、実証実験等の知見の集積と

提供 

４ リチウムイオン電池についての処理方法の確立 

５ 電気モーター・電池式移動手段に対する専用ナンバー

と分かりやすい仕組みの創設 

【背景】 

・さいたま市では、地球温暖化問題における運輸部門対策として、排気ガ

スの出ない電気自動車（ＥＶ）の普及が最も有効な手段の１つと考え、

平成２１年度からＥＶの普及を推進するためのプロジェクトとして「Ｅ

－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を推進している。 

・このプロジェクトの一環として、平成２２年４月２６日（月）に主催し

た「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミット･フォーラムｉｎさいたま」では、国と

参加２０自治体の首脳、企業首脳がＥＶ普及の有効性を確認し、さまざ

まなネットワークを活かし、連携協力する意思を共有した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年４月26日 「第１回Ｅ－ＫＩＺＵＮＡフォーラムｉｎさいたま」参加首脳
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・また、平成２２年５月１３日（木）には、サミット参加自治体首脳の総

意として、①充電設備の整備とわかりやすい表示、②インセンティブの

付与、③普及啓発の推進・支援の３点について、国土交通大臣に直接提

言を行った。 

･これまでのさまざまな機会や各階層における情報交換を通じて、ＥＶの

普及に向け、以下の事項について、国策として推進することを提案する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ＥＶユーザーに対するインセンティブの付与 

・ＥＶは、運輸部門からのＣＯ２の排出削減効果に寄与するものであり、

早期普及が求められている。 

・このため、高速道路など、自動車専用道路全体における通行料金の

時限的減免の早期実現や、サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア

（ＰＡ）等の休憩施設における「充電可能なＥＶ専用駐車枠」の確保

など、国の提唱する温室効果ガスの排出量大幅削減に寄与するＥＶユ

ーザーに対してインセンティブを付与することを提案する。 
 
 
 

２．充電設備の整備とわかりやすい表示の促進 

・Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミットでは、ＥＶ普及促進のために「充電セーフ

ティネットの構築」が重要であることを参加自治体が確認し、今後、

各地域において、企業との協働などによる普通充電器の面的整備や、

主要道路の周辺施設へ急速充電器の整備を推進することとしている。

・国においても、国が所管する自動車専用道路への急速充電器の整備を

早急に進めるとともに、ドライバーに認識しやすい案内表示の検討・

設置を促進することを提案する。 

EV普及の“絆”を、点から線、線から面に展開します。 
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３．ＥＶに関する調査・研究、実証実験等の知見の集積と提供 

・Ｅ－ＫＩＺＵＮＡフォーラムにおいては、産業界と自治体の絆を強化

し、ＥＶの普及に連携協力して取り組んでいくことを宣言したが、現

在、官民が独自に行っているＥＶに関する研究や実験について、その

効果やデータ等はおのおのが個別に保有している状況にある。 

・そこで、ＥＶやＥＶに関連する技術情報、知見等については、国家的

な産業育成や雇用醸成の視点に基づき、国が各省庁共通のプラットホ

ームによって一元的に収集し、集積した技術情報や知見に対して、必

要に応じて、パテント等の買い上げも含め、権利関係を整理した上で、

国の知的財産として国内企業に無償提供するシステムを構築するこ

とを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ あいちＥＶ・ＰＨＶ 
普及ネットワーク 

さいたま市から自治体や企業と連携して進める「充電セーフ

ティネット」の表示案（今後、充電能力表示を追加予定） 

さいたま市内１０区で「青色防犯パトロール」として活躍中の“各区の色”に塗られたＥＶ

← 東京都EV・pHV普及促進プロジェクト 
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４．リチウムイオン電池についての処理方法の確立 

・独立行政法人産業技術総合研究所によると、リチウムの可採年数

（＝埋蔵鉱量÷生産量）は、２００５年の時点で２６５年（出典：

Mineral Commodity Summaries 2005）となっており、携帯機器、ノー

トＰＣなどに比べ、はるかに大容量の二次電池を利用するｐＨＶ、Ｅ

Ｖなどへの適用が本格化した場合、石油より早期に生産ピークを迎え、

厳しい制約を受ける資源になることが予想されている。 

・リチウムイオン電池は、活物質と導電助剤、カーボン、集電極との

分離に課題があり、リサイクルが難しいとされており、貴重な資源の

有効利用と安全性確保のためにも、国レベルにおける処理の技術基準

の確立が求められる。 

・また、リチウムイオン電池の技術は日進月歩であることから、数年後

には、はるかに高性能なものが開発され、現在の電池と交換される可

能性があり、今後、ＥＶ向けを含む多様な種類のリチウムイオン電池

が、さまざまな機会を通じて大量に市場に出回る可能性が高く、国が

先導して早期に処理方法を確立することを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミット・フォーラムｉｎさいたまで展示した早大の１人乗りＥＶ
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５．電気モーター・電池式移動手段に対する専用ナンバーと分かりやす

い仕組みの創設 

・自動車税は、総排気量などを基準に決められ、電気自動車としてのＥ

Ｖもエコカーとして「グリーン税制」による恩恵を受けている。しか

し、本来排気のないＥＶなどは排気量による区分に適さず、今後は、

さらに車として定義しにくいような車両も増加することが想定され、

現在の車としての排気量に基づく仕組みが、今後も恒久的に機能する

ことは困難であると考えられる。 

・「既存交通の隙間を埋める」というＥＶの得意とする能力を活かすため

にも「電気モーター（電動機）で駆動する電池式の移動手段」として

ＥＶを新しいカテゴリーに分類、専用ナンバーを創設し、誰からも税

制、車両検査、交通法規等の適用がわかりやすい仕組みとすることを

提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：環境局環境共生部次世代自動車普及推進室長 千枝 直人 

℡０４８－８２９－１４５５〕 
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緑地の保全・創出に向けた制度の拡充 
〔財務省・国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 緑地を保全するため、相続税の納税猶予制度の創設や

評価減の拡充など、税負担の軽減措置を拡充すること 

２ 大都市圏制度を見直すに当たり、近郊緑地保全制度を

存続させること 

３ 屋上緑化・壁面緑化を推進するための財政支援策を講

ずること 

 

【背景・理由】 

・緑はヒートアイランド現象などの緩和や水源のかん養、地球温暖化の防止、生

物多様性の保全、良好な景観あるいは地震・土砂災害等に対する防災などの都

市環境を改善する効果があることから、緑を保全するとともに、中心市街地で

は新たな緑を創出していく必要がある。 

・こうしたことから、さいたま市では、身近な緑を増やす「みどり倍増プロジェ

クト」を実施するなど、地球環境への負荷の軽減及び低炭素型都市づくりを進

め、環境先進都市を目指している。 

・本市では、土地所有者の相続に伴い、高額な相続税の納付等のため、緑地を売

却しなくてはならない状況が多々発生しており、緑地減少の大きな要因の一つ

となっている。 

・そこで、緑地の持つ公益的機能確保の観点から、都市緑地法に基づく「特別緑

地保全地区」などの緑地について、相続税の納税猶予制度の創設、評価減の拡

充などにより地権者が緑地を持ち続けられるよう、税負担の軽減措置を講ずる

ことを要望する。 

・市内を流れる荒川は、広大な河川空間であるとともに首都圏における重要な緑

地として「近郊緑地保全区域」に指定され、当市を代表する広域的な緑地とな

っている。しかし、こうした緑地を保全するための有効な手法である首都圏の

近郊緑地保全制度が、大都市圏制度の見直しに伴い、廃止となるのではと危惧
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している。 
・そこで、これまでの近郊緑地保全区域の指定による取組などを踏まえ、引き続

き、法に基づく広域的な緑地の保全を積極的に推進するため、首都圏の近郊緑

地保全制度を存続させることを要望する。 
・緑地の確保が難しい市街地において、建築物の屋上や壁面を活用することは、

新たな緑地を創出する有効な手段であり、当市では、緑化に係る経費の一部を

助成する「建築物緑化助成事業」を創設し、建築物緑化を積極的に推進してい

る。 
・そこで、国においても、ヒートアイランド現象の緩和など都市環境の改善にも

寄与する「建築物緑化助成事業」に対し、支援策を講ずることを要望する。 
【参考】 
◆現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市公園は、整備を推進し着実に面積が増加していますが、緑地全体としては毎年 

約６０ヘクタールの緑地が失われている。 

0
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H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

都市公園
林地
農地

 

０ １ ２ ㎞

N

０～２０％

２０～４０％

４０～６０％

６０～８０％

８０％以上 

（平成１４年９月・平成１６年９月に撮影した

航空写真の判読による）

●町丁目別緑被率  ※緑の基本計画（改訂版）より 

●緑地の推移    ※面積は、固定資産概要調書調べ 

ha 

4,362 4,324 4,275 4,222

6,408 6,325 6,262 6,201 6,134
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●相続税の軽減措置を拡充について 
根拠 

法令等 
名  称 相続税 

所得税 

（買取りの場合） 

納税 

猶予 

特別緑地保全

地 区

・延納利子税の軽減（4.2%） 

・林地で林業を営んでいない場合８割控

除 

・管理協定の締結された土地について更

に評価額２割控除 

譲渡所得の特別控除 

2000万円 
なし 

都市 

緑地法 

市 民 緑 地
・契約期間 20 年以上のときは、評価額

２割控除 
なし なし 

 

●大都市圏制度を見直すにあたり、近郊緑地保全制度を存続すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●建築物緑化助成金交付概要 

 

 

 

 

 

 

 

「河川沿いに緑の軸」をつくる（荒川） 「エコアイランド」をつくる 
（荒川近郊緑地保全区域・見沼田圃） 

「首都圏の緑の回廊」をつくる 

本市の荒川と見沼田圃は、「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」に

て、保全すべき自然環境として位置づけられている 
また、荒川と見沼田圃をネットワークで結ぶことが求められており、広域的な緑を

保全するためにも、近郊緑地保全制度は存続する必要がある。 
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〔担当：都市局都市計画部みどり推進課長 安田 昌司 

 ℡０４８－８２９－１４１０〕 

●各年別 全国屋上緑化施工面積の推移

国土交通省が実施した施工業者を対象としたアンケート調査による
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太陽光発電等における全量固定価格買取制度の構築 

〔経済産業省・環境省〕 

【提案・要望事項】 

太陽光発電等における全量固定価格買取制度を構築する

こと 

 

【背景・理由】 
・政府は、温室効果ガス排出量を２０２０年（平成３２年）までに、１９

９０年（平成２年）比で２５％削減することを中期目標として掲げ、２

００６（平成１８年）年実績５．１％であった一次エネルギー供給にお

ける再生可能エネルギー導入量率を１０％と見通している。 

・さいたま市域における住宅用太陽光発電による系統連携総件数は、１５

００件（太陽電池出力４４００ｋｗ相当）となっており、２００９年度

（平成２１年度）は市として住宅用太陽光発電設備設置補助制度によ

り、５７７件（太陽光電池出力２，０００ｋｗ相当）の支援を行った。

・また、率先行動として公共施設へ太陽光発電設備を導入するなど、太陽

光発電を中心とした再生可能エネルギー普及促進に努めてきた。 

・しかし、再生可能エネルギーの今後一層の導入拡大を図るためには、よ

り継続性、安定性が担保された導入者に対するインセンティブが必要不

可欠であり、国において特に住宅用太陽光発電を対象とした再生可能エ

ネルギー全量固定価格買取制度を早期に構築することを要望する。 

【参考】 
（現在の余剰買取制度） 

家庭で発電した電力のうち使わないで余った電力（余剰電力）を、１キロワット時あたり４８円で１０年間電力

会社に売ることができる。 

   

 
 
 
 

出典：資源エネルギー庁ＨＰ 

 

（余剰買取と全量買取の差） 

  

                            全量－余剰＝４０％強 

買取量の増加は導入者への 
有効なインセンティブ 

 

〔担当：環境局環境共生部地球温暖化対策課長 大熊 研二 

 ℡０４８－８２９－１３２６〕 

 

全量買取の場合 

買取電力は発電量の 

１００％ 

余剰買取の場合 

買取電力は発電量の 

６０％弱 
※平均余剰率６０％弱 

（経済産業省集計データ） 
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補償金免除繰上償還制度の拡充 

〔総務省〕 

【提案・要望事項】 

企業債の金利負担を軽減し、下水道事業の健全化を図る

ため、補償金免除繰上償還制度の要件である将来負担比率

及び公営企業資本費の要件を緩和すること 

 

【背景・理由】 
・本市では、集中豪雨による浸水被害の軽減や下水道普及率９０％達成

に向けて、下水道整備を積極的に推進しているところである。その一

方で、建設事業費の財源として過去に借り入れた企業債の金利負担が

下水道事業経営を圧迫している。 

・平成２２年度から３年間実施される予定となっている補償金免除繰上

償還制度については、前回に比べ、財政力指数による要件について緩

和となっているが、下水道事業の健全化を図るためには、更なる企業

債の金利負担の軽減を図るため、将来負担比率及び公営企業資本費の

要件についても緩和することを要望する。 

【参考】 
 

 
                         ※平成２１年度末の企業債残高は、 

約１，７３０億円である。 

 

 

 

 

 
                         ※金利５％以上６％未満の企業債が 

補償金免除繰上償還の対象とな 

った場合、約１９億円の支払利息の

節減が見込まれる。 

〔担当：建設局下水道部下水道財務課長 麻生 俊一  

℡０４８－８２９－１８７４〕 

平成２１年度末企業債残高

金利５％未満

金利５％以上６％未満

金利６％以上７％未満

約124億円

約102億円

約1,505億円

0
5
10
15
20
25
30

借換前 借換後

（単位：億円） 借換えによる企業債利息比較

約２６億

約７億円
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循環型社会の構築に向けて 

〔経済産業省・環境省〕 

【提案・要望事項】 

１ 循環型社会の構築推進 

 適正処理困難物について、製造業者等による自主回収

及び処理についての法的な義務付けを行うこと 

 家電リサイクルの円滑な推進を図るため、製造業者等

による自主回収ルートの確立、リサイクル料金の前払

い方式への変更、指定品目の拡大等、円滑なリサイク

ルルートの構築を目指した法整備を行うこと 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助対象の拡充 

跡地への廃棄物処理施設の整備を伴わない旧廃棄物焼

却施設の解体工事に補助金を交付すること 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物の適正かつ確実な処理を促進するため、

現行の拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設の処理体制を強化す

るとともに、当該処理施設において受け入れていない微

量ＰＣＢ廃棄物や漏えい物等についても早期に処理体制

を整備すること 

 

【背景・理由】 
１ 循環型社会の構築推進 

・循環型社会の構築に向け、循環型社会形成推進基本法が平成１２年に

施行されたほか、容器包装リサイクル法、資源有効利用促進法、家電

リサイクル法等の諸法が施行されている。しかしながら、地方自治体

と事業者の適正な責任分担が明確にされていない等、多くの課題が残

されたままとなっている。 
・特に、スプリング入りマットレス等の適正処理困難物については、製

造業者による適正処理ルートが確立されていないため、収集・処理に

関しては全て市の負担となっているほか、不法投棄された家電リサイ

クル法指定品目の回収及び処理費用についても、製造業者による回収

ルートが確立されていないため、全て市の負担となっている。 
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・また、家電リサイクル法については、中央環境審議会・産業構造審議

会の合同会合において、法施行から５年が経過したことを受けた見直

しが行われた結果、一定の改善が図られたが、要望を十分に反映した

内容であるとは言い難い。 
・ついては、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づき、事業者につい

ても応分の責任分担を求める拡大生産者責任を踏まえた上で、３Ｒ（リ

デュース・リユース・リサイクル）を更に推進すべく、地方自治体、

事業者、国民の適正な負担を定めた法体系の整備を要望する。 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助対象の拡充 

・現在、さいたま市には、廃止した焼却施設が１施設有るほか、新たに

建設する新クリーンセンター竣工後には、２施設の廃止が予定されて

いる。当該施設にはダイオキシン類の存在が考えられ、今後順次解体

を予定しているが、廃棄物処理施設等の整備事業を円滑に推進するた

めの、循環型社会形成推進交付金制度では、跡地への廃棄物処理施設

の整備を伴わない廃棄物焼却施設の解体工事は、補助金の対象外とさ

れている。 
・しかし、解体工事を行うに当たっては、周辺住民の理解のもと、ダイ

オキシン対策を講ずる必要性があることから、費用も高額となり、地

方自治体の財政負担を圧迫するものとなっている。 
・負の遺産ともいえる、ダイオキシン類の残存する施設を廃止後は、速

やかに解体撤去する必要があることから、跡地の利用方法に関らず補

助金交付の対象とすることを要望する。 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

・ＰＣＢ特別措置法において、ＰＣＢ廃棄物を所有者が平成２８年７月

までに処理することが義務付けられているが、現状ではその処理が遅

れており、期間内の完了が危ぶまれている。 
・このため、国において、拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設について、稼働

率の向上、設備の増強等により、期間内の適正な処理に向けて処理体

制を強化する必要がある。 
・また、拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設において受け入れていない微量Ｐ

ＣＢ廃棄物等については、国及び協力施設において実施している焼却

実証試験の結果を還元し、早急にその処理体制を整備するよう要望す

る。特に、ＰＣＢが漏えいしている機器等については、緊急に処理さ

れるべきであるため、一刻も早い処理体制を構築すべきである。  
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【参考】 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助対象の拡充 

【停止状況】 

クリーンセンター与野    ：廃 止 日 平成１４年４月１０日 

クリーンセンター大崎第一工場：停止予定日 平成２７年３月３１日 

岩槻環境センター焼却施設  ：停止予定日 平成２７年３月３１日 

【問題点】 

施設内の機器内はもとより、敷地内の土壌からもダイオキシン類の汚染状態

が発覚し、汚染土壌対策工事を行う事例が増えている。 

【解体に係る概算費用】 

 約２０億円 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

【ＰＣＢ廃棄物の届出・保管状況】 
 

 

 

 PCB廃棄物保管状況届出件数   PCB廃棄物種類別保管状況 

区 分 届出件数 

既 存 届 出 事 業 所 ４６３

新 規 届 出 事 業 所 １４

合  計 ４７７

 

【ＰＣＢ廃棄物の届出状況推移】 

ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数経年推移
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339301
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件

 

Ｈ２０年度ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数 ４７７件

種 類 数 量 (個) 
トランス １，４２０

コンデンサ ７，０４０

安定器 ３３，９９２
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【年度毎のＰＣＢ廃棄物種類別処理状況】 

（拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設受け入れ件数 数量：個） 
 

年度 

種類 
18 19 20 

トランス 0 11 0 

コンデンサ 0 18 0 

安定器 0 1,080 0  

【ＰＣＢ廃棄物の適正な処理に関する課題と要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 

１ 循環型社会の構築推進 

環境局資源循環推進部資源循環政策課長 伊藤 勝啓 ℡048-829-1333 

２ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進  

環境局資源循環推進部 産業廃棄物指導課長 澤田 伸生 ℡048-827-8506 

３ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助対象の拡充 

環境局施設部環境施設課長 金子 雅一 ℡048-829-1339 

事業者 国 

保管等の届出（第8条関係） 

 毎年度、都道府県知事へ保管量等を届け出

なければならない。 

反映 

期間内の処分（第10条関係） 

 政令で定める期間（平成28年7月まで）に処分

するか又は処分を委託しなければならない。 

課題 

・ＰＣＢ廃棄物の処理の遅れ 

・微量ＰＣＢ廃棄物等の処理体制が不十分

PCB廃棄物処理基本計画及び処理計画の策定

（第6条、第7条関係） 

 環境大臣はＰＣＢ廃棄物処理基本計画を策

定。 

 都道府県、政令市は国の基本計画に即してＰ

ＣＢ廃棄物処理計画を策定。 

要望事項 

・ＰＣＢ廃棄物の処理体制の強化 

・微量ＰＣＢ廃棄物等の処理体制の早

期整備 

確 実 な 処 分 

日本環境安全事業株式会社（JESCO）は国が

定めるPCB処理基本計画に従い、処理事業基

本計画を定める。 

微量 PCB 廃棄物の

無害化処理 

P C B 廃 棄 物 の 確 実 か つ 適 正 な 処 理 の 確 保
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高速鉄道東京7号線の延伸促進 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

運輸政策審議会答申第１８号に位置付けられている 

「岩槻と都心を結ぶ高速鉄道東京７号線」の延伸事業の 

促進に向けた支援を行うこと 

１ 採算性の要件である累積黒字転換年次を現行の３０

年程度から４０年程度とするなど、都市鉄道等利便増進

法の適用要件を緩和すること 

２ 償還期間の延長や事業費の補助率引上げ、地方負担額

に対する財源措置など、都市鉄道利便増進事業に関する

国の補助制度を拡充し、計画路線の整備に向けた支援を

積極的に行うこと 

３ 公共交通全般に関する国の支援措置を拡充すること 

 

【背景・理由】 

・高速鉄道東京７号線は、「浦和美園から岩槻、蓮田までの区間が、

平成２７年までに開業することが適当な路線である」と運輸政策審議会

答申第１８号（平成１２年１月２７日）に位置付けられており、これま

で、さいたま市は、平成２４年度末までに都市鉄道等利便増進法の手続

きに入ることを目標に、埼玉県と共同で採算性の確保等の検討を進めて

きた。 

・当路線を延伸することにより、首都圏の放射状路線である高速鉄道東京

７号線と環状路線である東武野田線が結節し、埼玉と都心中央部、神奈

川の一都二県を南北に結ぶ機能の強化が図られるとともに、首都圏の鉄

道ネットワークの高質化に資する路線となることが期待されている。 

・しかし、我が国は既に、少子高齢化・人口減少社会へと突入しており、

今後の旅客需要の低迷などが見込まれ、採算性の確保等鉄道事業を取り

巻く環境は非常に厳しい局面にある。 

・一方、国土交通省が、本年６月に発表した「交通基本法の制定と関連施

策の充実に向けた基本的な考え方（案）」において、①移動権の保障と支

援措置の充実、②交通体系・まちづくり・乗り物の三位一体の低炭素化
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促進、③地域の活力を引き出す交通網の充実を大きな柱として示された

が、まさに、鉄道事業は、少子高齢化社会における移動権の確保や地球

温暖化への対応、交通網の構築や速達性の向上による地域の活性化に大

きく寄与する事業であり、交通基本法の理念、そして、これからの公共

交通政策に適する事業であるといえる。 

・以上のことから、提案・要望事項の１及び２のとおり、都市鉄道利便増

進事業の活用を促進するための改善を図るとともに、国の交通に対する

基本的な考え方を進めていくため、鉄道事業も含めて、公共交通政策全

般に対する国の支援措置を拡充することを要望する。 

【事業化に向けての制度面の主な課題と要望の効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 都市鉄道等利便増進法の適用要件
 → 採算性（開業後３０年程度での累積黒字転換） 

 

３０年程度を 

 

４０年程度に緩和 

現状 

適用要件 
(採算性) 要望 事業化へ

前 進

緩和 

２ 事業を進めるための財源
 → 事業費（約750億円の大規模プロジェクト、国の補助率は1／３） 

 

地方公共団体 
１／３ 

（県及び市で負担）

国 
 

１／３ 

整備主体の負担分
（金融機関からの 
借入等）１／３ 

鉄道施設建設資金

地 方 
 

公共団体

 
国 

整備主体 
 

の負担分 

拡
充 

現状 

要望 

初期投資の削減が可能に 

開業後３０年程度

の累積黒字達成 

効 果 

事業化へ
大 き く
前 進

要望

60



 

【延伸計画図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支 ℡８２９‐１８７１〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支    

 ℡０４８－８２９－１８７１〕 

東急目黒線 
（日吉～目黒（11.9㎞）） 

 
Ｈ13.3相互直通運転（武蔵小杉まで） 

Ｈ20.6日吉まで延長 
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スポーツに関する施策の充実・強化 

〔文部科学省・総務省〕 

【提案・要望事項】 

１ スポーツ振興等の基本となる新たな法律を早期に制定

すること 

２ 省庁のスポーツ担当部局を一元化した組織を新たに設置

すること 

 

【背景・理由】 
・さいたま市では、指定都市で初となる「さいたま市スポーツ振興まち

づくり条例」を平成２２年３月２６日に制定し、生涯スポーツの更な

る振興や、スポーツを広範な分野で活用した総合的なまちづくりを積

極的に推進し、市民一人ひとりの身近なところにスポーツが位置付けられ

る「スポーツのまち さいたま」の実現を目指している。 

・しかし、我が国のスポーツは、近年、その目的や内容が多様化し、多

くの省庁において個々にスポーツ施策を展開しており、スポーツに関

する施策の総合的な推進を図るためには、各省庁におけるスポーツ担

当部局等の組織の一元化が求められている状況にある。 

・こうした中、文部科学省では、平成２２年７月２０日に「スポーツ立

国戦略(案)」を発表し、今後、新たなスポーツ文化の確立を目指し、

すべての人々のスポーツ機会の確保、安全・公正にスポーツを行うこ

とができる環境整備を行っていくことが示された。 
・また、同省では、スポーツ振興法を半世紀ぶりに見直し、新しい政策

のよりどころとする「スポーツ基本法」の検討や総合的なスポーツ施

策を実行するため、関係省庁が相互連携する連絡会議の新設、「スポー

ツ庁」等の在り方についての検討などに取り組む方針も示されたとこ

ろである。 

・本市としては、そうした取組に大いに期待するとともに、「スポーツ基

本法」の早期制定、省庁のスポーツ担当部局を一元化した組織の早期

設置を強く要望する。 
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【参考】 
本市のスポーツイベントの開催状況 

〔過去１０年間に市内で開催された主な大規模大会〕 
２００２年（平成１４年） 2002 FIFAワールドカップ 

２００４年（平成１６年） 国民体育大会及び全国障害者スポーツ大会 

２００６年（平成１８年） FIBAバスケットボール世界選手権 

２００８年（平成２０年） 全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

 

      Ｊリーグ２チームのホームタウン 

 
      ホームゲーム開催による経済効果は年間約170億円 
 

          さいたまシティマラソン 

 

 

 

 

〔担当：市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ企画課長 服部 智 

 ℡０４８－８２９－１０５５〕 

さいたまシティマラソン　参加申込数
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3300
3568

3832

4670

6085

8033

 

参加申込数は７年間で約３倍 
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さいたま市ＰＲキャラクター

つなが竜ヌゥ 

日本最大規模を誇る都心緑地空間“見沼田んぼ”の主の子孫。 
 
生まれ育った見沼（ミヌマ）から「ヌゥ」と名づけました。 
ヌゥ＝ｎｕにはフランス語で「飾り気のない」「素」の意味があります。 
 
「つなが竜」には、さいたま市の魅力を伝え、人々の「つながり」を深め
る役割を担う意味がこめられています。 
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